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第２３号議案 

 

 

 

   芦屋市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

 芦屋市都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

 

 

   平成２３年２月２２日提出 

 

 

 

                        芦屋市長 山 中  健    

 

 

 

 

提案理由 

 

公園の新設，廃止等をするため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

芦屋市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 

 芦屋市都市公園条例（昭和４０年芦屋市条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 別表第１芦屋市都市公園の名称及び位置の表翠ケ丘公園の項の次に 

「 

親王塚公園 〃  親王塚町３８番３ 

                                     」

を加え，同表月若公園の項を 

「 

月若公園 〃  月若町４９番１ ４９番２ ４９番２地先 

                                     」 

に改め，同表阪急芦屋川駅前広場の項を削る。 

 

 

   附 則 

 

この条例は，平成２３年４月１日から施行する。 
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参 照 

 

 

   芦屋市都市公園条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

  公園の新設，廃止等をするため，この条例を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 次の公園を設ける。（別表第１関係） 

名称 位置 

親王塚公園 芦屋市親王塚町３８番３ 

 

(2) 次の広場を廃止する。（別表第１関係） 

名称 位置 

阪急芦屋川駅前広場 芦屋市西山町２２番 

 

(3) 次の公園の位置を街路事業の完了による公園整備の完成に伴い改める。 

（別表第１関係） 

名称 位置 

月若公園 芦屋市月若町４９番１ ４９番２ ４９番２地先 

 

３ 施行期日 

平成２３年４月１日 

 


